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高知合唱アンサンブルコンテスト＆フェスティバル規定 
 

第１章  総 則 
第１条（名 称） 
  名称は第〇回高知合唱アンサンブルコンテスト＆フェスティバルとする。 
 
第２条（審査員） 
  審査員は３人とし、選出は高知県合唱連盟理事会で行う。 
 
 

第２章  部門・編成区分・出演人数 
 
第３条（部 門・編成区分） 
  部門と編成区分は次のとおりとする。 
   １ コンテスト部門の編成区分 

①小学校の部  
 同一校または２校の小学校（高知県内設置校に限る）で編成するグループであること。 
②中学校の部  
同一校または２校の中学校（高知県内設置校に限る）の生徒で編成するグループであること。 
小中一貫校として出場し、小学生と中学生が混在するグループは、中学校の部への参加とする。 

③高等学校の部 
同一校または２校の高等学校（高知県内設置校に限る）の生徒で編成するグループであること。 
中高一貫校として出場し中学生と高校生が混在するグループは、高等学校の部への参加とする。 

④一般／ジュニアの部  
上記①～③に該当せず、高知県内で主に活動する全てのグループ。 
なお、ジュニアグループとして出場を希望する場合は小学生を主体とする１８歳以下（当該年声
楽アンサンブルコンテスト全国大会本選日時点）の童声合唱のグループであること。なお、小学
生以外の合唱メンバーを含む場合は、小学生が過半数であること。 

   ２ フェスティバル部門 
      部の区別や審査を行わず、発表の場とする。 
 
第４条（出演人数） 

出演人数は１グループ４人以上１６人以内とする。 
なお、出演人数には、指揮者・伴奏者・譜めくりは含まないが、指揮者・伴奏者・譜めくりが合唱メンバー
に入って歌う場合は、出演人数に加えるものとする。 

 
 

第３章  出演資格 
 
第５条（出演の資格） 
   １ 高知県合唱連盟加盟の有無は問わない 
   ２ 一つの団体や学校から何グループでも参加できるが、グループ間で出演者の重複をしてはならない            

（部門や団体を異にする場合はこの限りではないが、重複出演する団体・グループがある場合は申込
時に申告しなければならない） 

（指揮者と伴奏者については、この限りではないが、重複出演する団体・グループがある場合は申込
時に申告しなければならない） 

   ３ 指揮者・伴奏者の有無は問わない 
   ４ 指揮者・伴奏者の資格は問わない。ただし、小学校・中学校・高等学校団体の指揮者･伴奏者について

は、当該学校長が認めた者とする。 
   ５ 各部門の参加資格は、部門の項に記載のとおりとする。 
 
第６条（指揮者・伴奏者） 
     指揮者・伴奏者の出演資格は問わない。ただし、中学校、高等学校部門の指揮者・伴奏者については、

当該校長が認めたものに限る。 
 また、指揮者・伴奏者が合唱メンバーに入って歌う場合は第５条の出演資格を満たさなければならな
い。 
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第４章  演 奏 
 
第７条（演奏曲） 
     課題曲は定めない。申込み後の変更は認められない。 
 
第８条（演奏時間） 
     演奏時間は次のとおりとし、演奏時間が超過した場合は失格とし審査の対象としない。 
     １ コンテスト部門 
       演奏開始から演奏終了まで曲間を含めて７分００秒以内とする。 
     ２ フェスティバル部門 
       演奏開始から演奏終了まで曲間を含めて６分００秒以内とする。 
 
第９条（伴奏楽器） 
     １ 伴奏楽器及び伴奏の形態は自由とする。 
     ２ 主催者が用意する楽器はピアノ一台とする。なお、ピアノのピッチはＡ=４４２Hｚとする。  

３ 上記以外の楽器を使用する場合、楽器の搬入・搬出、費用負担等は各団体の責任で行うものとす
る。 

４ 譜めくりが必要な場合は各団体で準備するものとする。 
 
第１０条（出演順） 
     高知県合唱連盟理事会により決定する。 
 
 

第５章 全国大会への推薦 
 

第１１条（全国大会に推薦するグループ数） 
コンテスト部門において、下記の区分ごとに１つのグループを声楽アンサンブルコンテスト全国大会へ

の推薦グループとする。 
１ 中学校の部 
２ 高等学校の部 
３ 小学校の部、一般／ジュニアの部 

 
 

第６章 出演経費・審査と表彰・規定違反 
 
第１２条（出演経費） 
     参加料は下記のとおりとする。また、出演に要する費用は、出演団体の負担とする。 

１ コンテスト部門 
１）小学校・ジュニア団体   １グループ ３，０００円＋比例分担金（一人 ３００円×出演人数） 
２）中学校・高等学校     １グループ ３，０００円＋比例分担金（一人 ５００円×出演人数） 
３）一般団体         １グループ ５，０００円＋比例分担金（一人 ５００円×出演人数） 

２ フェスティバル部門 
１）小学校・ジュニア団体  １グループ ４，０００円（比例分担金は無し） 
２）上記以外    １グループ ６，０００円（比例分担金は無し） 

 
第１３条（審査と表彰） 
   １ コンテスト部門においては、部毎に審査のうえ、全参加グループに対し金賞・銀賞・銅賞のいずれか

を贈る。またそれらの中から、最優秀賞及び全国大会への推薦グループを選出する。その他、特別賞
を贈ることがある 

   ２ フェスティバル部門においては、表彰は行わない。 
 
第１４条（規定違反の扱い） 

出演資格など本規定に違反したときは出演を停止または入賞を取り消すことができる。 
 
 
附則 
 
 制定 平成２６年１１月１日 規定の新設 
 改定 平成２７年１０月３０日 改定＜第１２条（出演経費）＞ 
改定 平成２８年１０月１７日 改定＜第３条（部門・編成区分）＞ 

 改定 平成３０年１０月１９日 改定＜第３条（部門・編成区分）＞ 
 改定 令和  １年１０月 ９日 改定＜第３条（部門・編成区分）＞ 
 改定 令和  ３年１１月３０日 改定＜第１２条（出演経費）＞ 


